
平成30年度 第３回大阪市建設事業評価有識者会議　事業再評価対象事業等一覧表 【資料３－１】

a b d e 備考（a～eの補足等）

前回評価時の
事業進捗率

(事業費ﾍﾞｰｽ)

現在の
事業進捗率

(事業費ﾍﾞｰｽ)

14
[住宅]
市営住宅建替事業（大阪市地区地
域居住機能再生推進事業）

都市
整備局

①
[1回目]

1,880 H28 ―
事業
継続
Ａ

1.1 ―
18%

(着工
ﾍﾞｰｽ)

― H37

・市営住宅の耐震性や居住水準等の向上の
観点に加え、建替余剰地の活用の観点から
も、事業の必要性や効果が高い。
・事業が遅れた場合には、地震等の大災害
に対処できないことや、地域まちづくりの
進捗に影響を及ぼすことから、事業の優先
度が高い。
・以上の理由から、対応方針は「事業継続
（Ａ）」とする。

15
[土地造成]
第6貯木場土地造成事業

港湾局
④

[4回目]
61 H8

事業
継続
Ａ

事業
継続
Ａ

事業
休止
Ｄ

将来
整備
個所

1.0 84% 88%
有

61⇒60億
有

H30⇒H38

・基盤施設の見直しによって、総事業費が
減少した。
・埋立については既に完了しており、平成
31年度末までに基盤整備を概成させること
で土地利用が可能となることから、投資効
果が高い事業のため、「事業継続（Ａ）」
とし重点的に実施する。
・ただし、基盤整備のうち将来整備箇所に
ついては、平成38年度を完了時期としてい
るが、将来の周辺開発（北側の埋立事業）
に合わせて実施する必要があることから、
整備時期が確定するまでは「事業休止
（Ｄ）」とする。

※再評価理由の番号については、次のとおり

【国庫補助事業】

 【国庫補助事業以外の事業】

④事業再評価を実施した年度から５年以上が経過し、なお継続中の市の事業（平成25年度事業再評価実施分）

番
号

事  業  名 所管局
再評価
理由

事業費
(億円)

⑥その他市長が特に必要と認める市の事業

⑤事業開始以降、都市計画変更を実施した場合においては、当該変更を実施した年度から５年以上が経過し、なお未着工又は継続中の市の事業
（平成25年度に都市計画変更を実施したもの）

前回
対応
方針

c

対応
方針

（案）
B/C

事業進捗率
事業内容の見直し
等に伴う事業費の

増減の有無
（増減額）

完了年度
延長の有無
(完了年度)

※事業番号１～12は第１回有識者会議で審議済み。

事業
開始
年度

事業費の増減、
完了年度の延長理由等

①市が国庫補助金の交付を受けた事業で、行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成13年法律第86号。以下「行政評価法」という。）
第7条第1項に基づき、行政機関（行政評価法第2条第1項に定めるものをいう。）の長が定める事後評価の実施に関する計画において
対象となるもの。

②市が事業主体である事業で、事業開始年度から起算して５年目の年度において未着工のもの（平成26年度に事業開始分）

③市が事業主体である事業で、事業開始年度から起算して５年目の年度において継続中のもの（平成26年度に事業開始分）

※事業番号13、16は第２回有識者会議で審議済み。

1



重点整備地区

整備地区

地区凡例

【整備地区位置図】

地区名：大阪市地区

住宅凡例

市営住宅
（地域ﾘﾛｹｰｼｮﾝ）

市営鶴町

市営鶴町第５市営鶴町第４

市営木場
市営伝法府営千鳥橋

市営四貫島

市営酉島

市営福市営福第２

市営中島 市営大和田第３

市営西宮原

市営新三国

市営加島東
市営加島第２市営加島

市営加島北

市営神崎橋

市営日之出

市営日之出北

市営日之出第３

市営飛鳥北
市営山口

市営山口第２

市営南方

市営飛鳥

市営東淡路

市営豊里第２

市営井高野第４

市営茨田大宮第1

市営敷津浦第２ 府営瓜破西

市営瓜破２丁目

市営西喜連

市営加美細田

市営加美絹木

市営瓜破東第３

市営東喜連第３

市営長吉長原西第２

市営長吉出戸

市営
長吉出戸南第１

市営長吉六反北

市営長吉六反東

市営長吉長原東第４

市営長吉長原北

市営佃第２

市営長吉長原東

市営東喜連第５

市営加島南

市営日之出第２

市営小松南

市営茨田大宮第２

市営春日出中第２

市営住吉

市営矢田住道西

市営矢田住道

市営南津守第２

市営八幡屋 市営池島 市営浪速第５

市営北津守第３

浪速区
地区港区

西地区

大正区
西地区

西成区
西地区

住之江区
東地区

住吉区
南地区

東住吉区
南地区

平野区
東地区

平野区
北地区

鶴見区
東地区

西淀川区
西地区

淀川区
西地区

淀川区
東地区

東淀川区
西地区

東淀川区
東地区

此花区
地区

市営赤川

旭区
西地区

市営生江第２

市営生江

市営生野東

生野区
南地区

府営住宅
（建替）

府営高野大橋

市営浅香西 市営浅香第２

市営浅香第３

住吉区
北地区

市営西喜連第５

天王寺区
地区

市営勝山

市営勝三

市営矢田中

市営東喜連第２

市営天津橋

平野区
西地区

城東区
北地区

北区
西地区

大正区
北地区

浪速区
西地区

市営浪速西第２
市営三軒家

市営泉尾第４

市営松崎第２

市営高松

市営豊崎第２

市営古市

市営古市中第３

市営住宅（旧府営住宅を含む）
（建替）

市営上大和川

市営北喜連

市営鶴町第６

市営鶴町第２

市営木川第２

市営三国南

市営新高南

市営上新庄

阿倍野区
北地区

第３回大阪市建設事業評価有識者会議
事業再評価対象事業位置図
・住宅事業
・土地造成事業

⑮

番号 事 業 名

⑭

[住宅]

市営住宅建替事業

（大阪市地区地域居住機能再生推進事業）

⑮
[土地造成]

第６貯木場土地造成事業


